
 

富山県立大学研究倫理委員会規程 

平成 27 年４月１日制定 

（設置） 

第１条 富山県立大学（以下「本学」という。）に研究倫理委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

 （委員会の所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

⑴ 富山県立大学研究倫理規準（以下「規準」という。）の運用に関すること。 

⑵ 規準の改廃に関すること。 

⑶ 研究倫理に係る学長からの諮問に関すること。 

⑷ 研究倫理に係る研修に関すること。 

⑸ 研究資金に関する不正防止計画の推進に関すること。 

⑹ その他研究倫理に関すること。 

２ 委員会に、規準に関する違反行為（以下「違反行為」という。）が行われて

いることを知った者及び当該違反行為により不当又は不公正な扱いを受け

ている者からの相談・通報（以下「相談等」という。）を受け付ける窓口を設

置する。 

３ 前項の規定にかかわらず、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号）

に基づく職員等からの公益通報に関しては、公立大学法人富山県立大学教職

員等公益通報制度実施要綱の定めるところによる。 

４ 委員会は、違反行為があった場合には、事実関係の調査等の適切な対応を

行うものとする。この場合において、委員会は、当該調査を行うため、必要

に応じて調査委員会を設けることができる。 

５ 委員会は、学長からの諮問事項の調査審議及び違反行為の調査の結果につ

いて、学長に報告するとともに、関係者に通知するものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 工学部長 

⑵ 情報工学部長 

⑶ 看護学部長 

⑷ 工学部の各学科及び教養教育センターが選出する教授各１人 

⑸ 情報工学部の各学科が選出する教授各１人 

⑹ 看護学部が選出する教授２名 

⑺ 事務局長 

⑻ その他学長が必要と認める者 

２ 前項第４号から第６号まで及び第８号に規定する委員の任期は、１年とし、

再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 



 

第４条 委員会に委員長を置き、学長が委員のうちから指名する。 

２ 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうち委員長が所属する学部以外 

の教授から指名する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行

する。 

 （運営） 

第５条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、委員長が招  

集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。ただし、違反行為のうち重大なものに関する議事は、

出席した委員の３分の２以上で決するものとする。 

４ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見

を聞くことができる。 

５ 委員は、自己の違反行為に関する議事に加わることはできない。 

６ 会議は、非公開とする。 

 （相談員） 

第６条 第２条第２項の窓口に研究倫理相談員（以下「相談員」という。）を置

く。 

２ 相談員は、委員会の委員をもって充てる。 

３ 相談員は、相談等を受けた事項について、委員長に報告する。 

４ 委員長は、前項の規定により報告を受け、必要と判断した場合は、委員会

を開催するものとする。  

（部会） 

第７条 委員会に、人を対象とする研究の実施計画を審査するため、「人を対象

とする研究」倫理審査部会（以下「部会」という。）を設置する。 

２ 部会は、次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 委員会の委員の中から学長が任命する者 

⑵ 本学の教職員の中から学長が任命する者 

⑶ 学外の専門家の中から学長が委嘱する者 

⑷その他学長が必要と認めるもの 

３ 第３条第２項及び第４条の規定は、部会について準用する。この場合にお

いて、第３条第２項中「第４号から第６号まで及び第８号」とあるのは「第

２号及び第３号」と、同項及び第４条中「委員」とあるのは「部会に属する

委員」と、同条中「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるの

は「副部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長が所属する学

部以外の教授」とあるのは「教授」と読み替えるものとする。 

４ 第１項に規定する審査の手続等に関し必要な事項は、別に定める。 

 （部会及び関係委員会からの報告の徴収） 



 

第８条 委員会は、部会から会議の開催結果その他研究倫理に関する事項につ

いて、毎年度、報告を求めるものとする。 

２ 委員会は、前項の報告を検討し、必要な措置を講ずるものとする。 

 （事務） 

第９条 委員会の事務は、事務局経営企画課において処理する。 

 （細則） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


